
入 札 公 告 

 

 役務の調達について、次のとおり総合評価落札方式一般競争入札を行いますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により次のとおり公告しま

す。 

  なお、この業務は、履行確実性調査制度を採用する業務です。 

 

  令和６年１０月９日 

                             奈良県知事 山下 真 

第１ 競争入札に付する事項 

  １ 業務名      奈良県水道局水道施設運転管理業務委託 

   ２ 履行場所   大和郡山市満願寺町 外 

   ３ 業務内容     運転保全業務  一式 

運転管理業務  一式 

保全管理業務  一式 

付帯業務    一式 

修繕業務    一式 

専門点検業務  一式 

  ４ 業務期間   令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

５ 支払予定額  令和７年度 ３３％、令和８年度 ３３％、令和９年度 ３４％ 

（契約をする際に変更となる場合があります。） 

 

第２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

この入札に参加できる者は、次の１に掲げる条件を全て満たす者又は２に掲げる条

件を満たす共同企業体（４者以内が当該入札に係る業務を共同連帯して受託する場合

における各者の総称をいいます。以下同じ。）とします。 

  １ 単独の者である場合の条件 

   (１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

   (２) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良

県告示第４２５号）による競争入札参加資格者で、営業種目Ｑ１建物管理で登録

をしている者であること。 

  (３) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止

の期間中でない者であること。 

  (４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」といいます。）第１７

条の規定による更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前

の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係る新

法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」といい



ます。）第３０条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。）をしていない

者又は申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続開

始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。）を

受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなさ

れなかった者とみなします。 

   (５) 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第

２条の規定による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の

規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 

  (６) 平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条に規定する再生手続開始の申

立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基

づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受け

た場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てがされなかった者

とみなします。 

   (７) 近畿２府４県（奈良県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県）内に本

店又は営業所があること。 

   (８) 水道法（昭和３２年法律第１７７号）に定める国内の浄水施設（排水処理施設

を除く。）のうち、ダム湖水又は河川表流水を水源とする、公称施設能力２万５

千 m3／日を超える沈殿池及び急速ろ過池を含む施設において、平成２６年４月

１日以降本業務の公告までに完了した運転管理業務の実績(２年以上継続して

元請けした実績（共同企業体としての実績の場合は、出資比率１５％以上の者に

限る。）)を有する者であること。 

   (９) 水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第７条に規定する水道技術管理者

の資格及び水道浄水施設管理技士（２級以上）の資格を有する総括責任者を１名

配置すること。 

   (10) 次のいずれかに該当する副総括責任者を１名配置すること。 

ア 水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第７条に規定する水道技術管理

者の資格を有する者 

イ 水道浄水施設管理技士（２級以上）の資格を有する者 

   (11) 水道法に定める水道施設において、公益社団法人日本水道協会が定める水道

施設管理技士資格認定・登録要綱第８条に規定する水道実務経験を３年以上有

する主任者を、広域水道センター、桜井浄水場、御所浄水場、下市取水場及び専

門点検業務・修繕業務に各１名専任で配置すること。 

   (12) 次の者については、競争入札参加資格確認申請書の提出期限（令和６年１２月

１８日）以前に直接雇用関係にある者を、本業務に専任で配置すること。 

ア 総括責任者 

イ 副総括責任者 



ウ 主任者 

   (13) 共同企業体の構成員としてこの入札に参加していない者であること。 

  ２ 共同企業体である場合の条件 

    次の（１）、（２）及び（３）について、それぞれに定める条件を全て満たす者で

あること。 

   (１) 共同企業体 

     ア ４者以内の構成員により任意に結成されたものであること。 

     イ 構成員の出資比率は、次の要件を満たすこと。 

(ア) 構成員が２者の場合は、全ての構成員の出資比率が３０％以上であ

り、かつ、代表者の出資比率は構成員中で最大又は最大と同比率であ

ること。 

(イ) 構成員が３者の場合は、全ての構成員の出資比率が２０％以上であ

り、かつ、代表者の出資比率は構成員中で最大又は最大と同比率であ

ること。 

(ウ) 構成員が４者の場合は、全ての構成員の出資比率が１５％以上であ

り、かつ、代表者の出資比率は構成員中で最大又は最大と同比率であ

ること。 

     ウ 共同企業体結成に係る協定を締結していること。 

     エ 次のいずれかに該当する副総括責任者を１名配置すること。 

(ア) 水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第７条に規定する水道技術

管理者の資格を有する者 

(イ) 水道浄水施設管理技士（２級以上）の資格を有する者 

オ 水道法に定める水道施設において、公益社団法人日本水道協会が定める水

道施設管理技士資格認定・登録要綱第８条に規定する水道実務経験を３年以

上有する主任者を、広域水道センター、桜井浄水場、御所浄水場、下市取水場

及び専門点検業務・修繕業務に各１名専任で配置すること。 

カ 次の者については、共同企業体の構成員と、競争入札参加資格確認申請書の

提出期限（令和６年１２月１８日）以前に直接雇用関係にある者を、本業務に

専任で配置すること。 

(ア) 総括責任者 

(イ) 副総括責任者 

(ウ) 主任者 

キ 各構成員は、他の共同企業体の構成員として、又は単独でこの入札に参加し

ていない者であること。 

   (２) 共同企業体の代表者 

ア １の（１）から（８）までのいずれにも該当すること。 



イ 水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第７条に規定する水道技術管

理者の資格及び水道浄水施設管理技士（２級以上）の資格を有する総括責任

者を１名配置すること。 

   (３) 共同企業体の代表者以外の構成員 

次のア及びイについて、いずれにも該当すること。 

ア １の（１）から（７）までのいずれにも該当すること。 

イ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）に定める水道施設において、平成２６

年４月１日以降本業務の公告までに完了した運転管理業務の実績(２年以上

継続して元請けした実績（共同企業体としての実績の場合は、出資比率１５％

以上の者に限る。）)を有する者であること。 

 

第３ 入札日程 

手 続 等 日 程 備 考 

入札説明書等の交付 令和６年１０月 ９日（水） 

     ～ 

令和６年１１月 ８日（金） 

奈良県水道局ホームページから

ダウンロードしてください。 

https://www.pref.nara.jp/799 

2.htm 

設計図書等の貸出 令和６年１０月 ９日（水） 

     ～ 

令和６年１０月１８日（金） 

奈良県水道局総務課 

電話 0742-20-4621(直通) 

(電話で申込いただいた後、DVD

で貸与します。) 

設計図書等に関する質問

の提出 

令和６年１０月１８日（金） 

午前９時～午後４時(正午から

午後１時までを除きます。) 

任意の書面持参に限ります。 

提出先 

奈良県水道局総務課 

(奈良市法蓮町７５７) 

入札参加申込書の提出 

※単独の者の場合は、第

２の１（８）を示す書類

を、共同企業体の場合は、

第２の１（８）及び第２

の２（１）ウを示す書類

を同封してください。 

令和６年１０月１８日（金） 

午後４時まで（期限までに到達

したもののみ有効。） 

書留郵便に限ります。 

提出先 

〒６３０―８１１３ 

奈良市法蓮町７５７ 

奈良県水道局総務課長あて 

※封筒には〈開札日〉、〈業務名〉

及び「入札参加申込書在中」を朱

書きしてください。 

質問に対する回答 

※奈良県水道局ホームペ

ージに掲載します。 

令和６年１０月２４日（木） 

（予定） 

ホームページアドレス 

https://www.pref.nara.jp/799 

2.htm 

入札参加申込書の受領確 令和６年１０月２４日（木） 郵送します。 



認通知 

技術提案書（事前）の提

出 

令和６年１１月 ８日（金） 

午後４時まで（期限までに到達

したもののみ有効。） 

書留郵便に限ります。 

提出先 

〒６３０－８１１３ 

奈良市法蓮町７５７ 

奈良県水道局総務課長あて 

※封筒には〈開札日〉、〈業務名〉

及び「技術提案書在中」を朱書き

してください。 

技術提案書（事前）の適

否の通知 

令和６年１２月 ６日（金） 

（予定） 

郵送します。 

技術提案書（事前）の適

否に対する理由の説明請

求 

（欠格とされた者のみ） 

令和６年１２月１０日（火） 

午後４時まで 

任意の書面持参に限ります。 

提出先 

奈良市法蓮町７５７ 

奈良県水道局総務課 

技術提案書（事前）の適

否に対する理由の回答 

令和６年１２月１２日（木） 

（予定） 

書面により回答します。 

入札書受付締切 令和６年１２月１３日（金） 

午後４時まで（期限までに到達

したもののみ有効。） 

書留郵便に限ります。 

提出先 

〒６３０―８１１３ 

奈良市法蓮町７５７ 

奈良県水道局総務課長あて（親

展） 

○予定価格の制限に達した価格

の入札がない場合は、再度入札

を行いますので、入札書は初度

（１回目）入札に係る入札書、見

積根拠資料と再度（２回目）入札

に係る入札書、見積根拠資料の

郵便を認めるものとします。 

開札 令和６年１２月１６日（月） 

午前１０時 

開札場所 

奈良市法蓮町７５７ 

奈良県奈良総合庁舎 

「くじ」を行う日時と場

所（対象者のみ） 

令和６年１２月１６日（月） 

午前１１時 

開札場所 

奈良市法蓮町７５７ 

奈良県奈良総合庁舎 

技術提案書（事後）の提

出 

令和６年１２月１８日（水） 

午後４時まで 

提出先 

〒６３０－８５０１ 



持参に限ります。 奈良市登大路町３０（奈良県分

庁舎６階） 

奈良県県土マネジメント部 

技術管理課品質管理グループ 

競争入札参加資格確認申

請書及び競争入札参加資

格確認資料の提出 

令和６年１２月１８日（水） 

持参に限ります。 

提出先 

〒６３０―８１１３ 

奈良市法蓮町７５７ 

奈良県水道局総務課総務契約係 

※上記の期間は、奈良県の休日を定める条例（平成元年３月奈良県条例第３２号）第１条第

１項に規定する県の休日（以下、「奈良県の休日」といいます。）及び正午から午後１時ま

でを除きます。時間の指定のないものは午前９時から午後５時まで（正午から午後１時まで

を除きます。）とします。 

 

第４ 入札手続等 

１  入札参加申込書の提出 

この入札に参加しようとする者は、入札説明書の第７に定めるところにより、入札

参加申込書を作成し、提出しなければなりません。 

        ※ 入札参加申込書の提出 

提出先 奈良県水道局総務課総務契約係 

提出期限 令和６年１０月１８日（金）午後４時まで 

提出方法 郵便（書留郵便に限ります。）により提出してください。 

            作成及び提出に係る費用 申請者の負担とします。 

２ 技術提案書（事前）の内容確認 

入札参加者は、知事が定める様式により、第３の「技術提案書（事前）の提出」に

定めるとおり技術提案書（事前）及びその添付書類（以下「技術提案書等（事前）」

といいます。）を書面により各１部提出し、内容確認を受けなければなりません。 

なお、期限までに技術提案書等（事前）を提出しない者及び技術提案書等（事前）

が適正でない者（未記載、業務の実施方針及び評価テーマの内容が入札参加者独自の

提案でないことを確認した場合を含みます。）若しくは提案を求めている事項が１つ

でも欠落している者は、この業務の入札に参加することができません。 

        ※ 技術提案書等（事前）の提出 

提出先  奈良県水道局総務課総務契約係 

提出期限 令和６年１１月 ８日（金）午後４時まで 

提出方法 郵便（書留郵便に限ります。）により提出してください。 

            作成及び提出に係る費用 提出者の負担とします。 

 ３ 入札の手続及び開札の日時等 



この入札に参加しようとする者は、入札説明書の第 11に定めるところにより、入

札書を作成し、郵送しなければなりません。 

※ 入札書の提出 

提出先 奈良県水道局総務課長あて親展 

提出期限 令和６年１２月１３日（金）午後４時まで 

提出方法 郵便（書留郵便に限ります。）により提出してください。 

  作成及び提出に係る費用は申請者の負担とします。 

  ４ 入札に係る金額の記入方法 

入札は、３年間の総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格としま

すので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載してください。 

５ 入札執行回数  

入札執行回数は、２回までとします。１回目の入札（以下「初度入札」といいます。）

において、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに２回目の入札

（以下「再度入札」といいます。）を行います。ただし、再度入札は当該入札に参加

しようとする者がいない場合は行いません。 

なお、再度入札となった際、初度入札において、無効の入札を行った場合、再度入

札に参加することはできません。 

  ６ 技術提案書（事後）の内容確認 

   (１) 開札後、落札候補者（評価値が最も高い者）については、知事が定める様式に

より、第３の「技術提案書（事後）の提出」に定めるとおり技術提案書（事後）

及びその添付書類（以下「技術提案書等（事後）」といいます。）を書面により

各１部提出し、内容確認を受けなければなりません。 

   (２) 技術提案書等（事後）の内容確認後、落札候補者の技術評価点が変更となり、

かつ評価値の最も高いものが変更となった場合は、再度、最も評価値の高いもの

を落札候補者とします。 

   (３) 前項の規定に基づく落札候補者は、受注者が指定する日時までに、下記提出先

に技術提案書等（事後）を書面により各１部提出し、内容確認を受けなければな

りません。 

         ※ 技術提案書等（事後）の提出 

提出先  奈良県県土マネジメント部 技術管理課品質管理グループ 

提出期限 令和６年１２月１８日（水）午後４時まで 

提出方法 持参によります。 



作成及び提出に係る費用 提出者の負担とします。 

 

第５ その他 

１ 入札保証金 

奈良県営水道契約規程（昭和４２年６月奈良県営水道企業管理規程第６号）第４条

に定めるところとします。 

２ 契約保証金 

奈良県営水道契約規程（昭和４２年６月奈良県営水道企業管理規程第６号）第１９

条に定めるところとします。 

３ 入札者に要求される事項 

入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできませ

ん。 

  ４ 入札の無効 

第２に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入札

に関する条件に違反した入札は無効又は失格とします。 

   ５ 契約書作成の要否 

要します。 

   ６  落札者の決定方法等 

   (１) 総合評価の方法及び落札者の決定基準 

この業務の総合評価に関する基準は次のとおりとします。 

     ア 入札価格に対する価格評価点の計算は、次の算式で行い、小数点以下２位ま 

で算出するものとし、３位以下は、切り捨てるものとします。 

       価格評価点＝３０点×（１－入札価格／入札書比較価格（予定価格の１１０ 

分の１００に相当する金額））とします。 

イ 技術評価点の計算は、次の算式で行い、小数点以下２位まで算出するものと

し、３位以下は、切り捨てるものとします。 

技術評価点＝６０点×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）としま

す。 

ウ 価格と価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の上記ア及びイによ

って得られた価格評価点と技術評価点の合計値（以下「評価値」といいます。）

をもって行うこととし、その計算は次の算式で行います。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

エ この業務の受注者は、契約後に技術提案書の内容を満たす運転管理業務計

画書を提出し、必ず、履行しなければなりません。 

      オ 詳細は、入札説明書によります。 

(２) 落札者の決定方法等 



入札価格が入札書比較価格の制限の範囲内であり、かつ、技術提案書等の内容

が適正である者のうち、（１）に定める方法により得られた評価値の最も高い者

を落札候補者とし、７の競争入札参加資格の確認を行った上で、落札者を決定し

ます。 

この場合において評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落

札候補者を決定します。ただし、落札候補者となるべき者の入札価格が、入札書

比較価格の１０分の６に相当する金額（以下「調査基準比較価格」といいます。）

を下回る場合は、落札候補者の決定を保留し、その価格によっては当該契約の内

容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを調査し、その結果によっ

ては落札者とならない場合があります。 

なお、調査基準比較価格を下回る価格で入札を行った者は、入札説明書第 15

の３に定める履行確実性調査報告書を開札の日の５日後（その日が奈良県の休

日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い奈良県の休日でない日）

の午前９時から正午までの間に 12の（３）に定める場所に提出するとともに、

契約審査会が行う聞き取り調査に応じなければなりません。聞き取り調査の結

果、次のアからオまでのいずれかに該当すると認められる場合には、適正な業務

の履行が確保されないおそれがあると認められる場合に該当するものとし、調

査対象者（次順位以降の者が履行確実性調査の調査対象となった場合の次順位

以降の者も含む。）を無効とする。 

ア 履行確実性調査に協力しない場合 

イ 設計仕様等に適合しない場合 

ウ 積算内訳書の算出根拠が適正でない場合 

エ 法令違反、契約上の基本事項違反等があると認められる場合 

オ アからエまでに掲げる場合のほか、適正な業務の履行が確保されないおそ

れがあると認められる場合 

  ７ 競争入札参加資格の確認 

開札後、落札候補者は、入札説明書の第 16に定めるところにより競争入札参加資

格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料（以下「競争入札参加資格確認申請書

等」といいます。）を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければな

りません。 

        ※ 競争入札参加資格確認申請書等の提出 

提出先 奈良県水道局総務課総務契約係 

提出期限 令和６年１２月１８日（水）午後４時まで 

提出方法 持参によります。             

   ８ 調達手続の停止等 

この調達に関する苦情の処理手続において、契約の締結若しくは執行を停止し、又 



は契約を解除する場合があります。 

９ 手続における交渉の有無 

    無 

   10 契約の不締結 

落札決定後、契約締結までの間に、落札者（共同企業体の場合は、構成員のうち１

者以上。以下同じ。）が入札参加資格の制限又は奈良県物品購入等の契約に係る入札

参加停止等措置要領による入札参加停止の措置を受けた場合は、契約を締結しませ

ん。また、落札者について次に掲げる（１）から（８）までのいずれかに該当する事

由が生じ、又は該当する事由があると認められるときは、契約を締結しないものとし

ます。 

(１) 落札者の役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含みます。）、支配人及

び支店又は営業所（常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいいま

す。以下同じ。）の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業

所の代表者をいいます。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」といいます。）第２条

第６号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。）であるとき。 

(２) 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与しているとき。 

(３) 落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る

目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している

とき。 

(４) 落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を

供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与し

ているとき。 

(５) （３）及び（４）に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団

員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

(６) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約（以下「下請

契約等」といいます。）に当たって、その相手方が（１）から（５）までのいず

れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結しようとしたとき。 

(７) この契約に係る下請契約等に当たって、（１）から（５）までのいずれかに該

当する者をその相手方としようとしていた場合（（６）に該当する場合を除きま

す。）において、本県が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに

従わなかったとき。 

(８) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもか

かわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと

き。 



11 契約の解除 

契約締結後、契約者について 10の（１）から（８）までのいずれかに該当する事

由があると認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員か

ら不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは

警察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。この場

合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。 

なお、10の（１）、（３）、（４）及び（５）中「落札者」とあるのは、「契約者」

と読み替えるものとします。 

  12 問い合わせ先等 

   (１) 入札及び競争入札参加資格確認申請書等について 

          〒６３０－８１１３  奈良市法蓮町７５７  

           奈良県水道局総務課総務契約係 

           電 話 ０７４２－２０－４６２１（直通） 

   (２) 技術提案書等について 

         〒６３０－８１１３  奈良市法蓮町７５７ 

奈良県水道局業務課事業管理係 

          電 話 ０７４２－２０－４６２４（直通） 

   (３) 契約を担当する部課等 

          〒６３０－８１１３  奈良市法蓮町７５７  

           奈良県水道局総務課総務契約係 

           電 話 ０７４２－２０－４６２１（直通） 

   (４) 総合評価審査委員事務局を担当する部課等 

         〒６３０－８５０１  奈良市登大路町３０番地 

          奈良県県土マネジメント部技術管理課品質管理グループ 

          電 話 ０７４２－２７－７６０８（直通） 

13 業務の引継について 

    落札者は、落札者決定後から令和７年４月１日までに、前の受注者から発注者の業

務運営に支障が生じないよう受託業務の引継を受けなければならないものとしま

す。 

なお、引継に要する費用については、別途協議のうえ算出し、本契約金額とは別に

支払うものとします。ただし、落札者が前の受注者と同一となる場合、この事項は適

用しないものとします。 

14 予算の減額又は削除に係る契約の解除等 

   (１) 契約締結後、この調達に係る予算が減額され、又は削除された場合は、契約を

変更し、又は解除することがあります。 

      (２) 前項の規定によりこの契約を変更又は解除したことにより、契約者に損害を



与えたときは、契約者は当該損害の賠償を請求することができます。 

15  その他 

     詳細は、入札説明書によります 


